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シリーズ介護保険制度第1回

　わたしたちはいま高齢社会のなかにあり、21世紀の半ばには３人に１人が高

齢者という時代を迎えようこしていま百。

　寝たきりや痴呆の高齢者が増える一方で、介護堰る人も高齢になり、また働

きに出る女性も増えるなご家族だけで介護することは難しくなって:いま堰。

　介護は誰もが直面する問題になっています。そこで、介護を社会全体で支え

る「介護保険制度」が生まれました。

護保険の(4･｡｡

①介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者

　の介護を社会全体で支える仕組みです。

②身近なケアプラン作成事業者に相談すれば、これまで福祉と医療に分か

　れ、窓口も別々で利用しにくかった介護サービスを総合的に受けられる

　利用しやすい仕組みです。

③社会保険の仕組みにより、受けられる介護サービスと保険料との関係が

　分かりやすい仕組みです。

　運営主体（保険者）は、壬生町です。

言制度のスタートは、平成12年４月からです。

づ要介護認定」の申請は、平成11年10月からはじまります。

　介護保険に加入するのは、40歳以上の方です。

　寝たきりや痴呆などの場合にサービスが受けられます。

　・65歳以上の方（第１号機保険者）

　　常に介護を必要とする状態（要介護状態）や、日常生活に支援が必要

　　な状態（要支援状態）になった場合にサービスが受けられます。

　・40歳から64歳までの方（第２号機保険者）

　　初老期の痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により要介護

　　状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

２
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こんな人が利用できます

要介護状態または

要支援状態と認定された人

第１号被保険者

サービス料金の１割を

自己負担します。

申請から

利用まで

ビス

用

所得に応じて５段階の保険

料が設定されます。

老齢・退職年金が年額18万

円以上の方は年金から天引

きされ（特別徴収）､それ以

外の方は町へ納めて（普通

徴収）いただきます。

第２号被保険者Tj……回‥y……1･i...

●在宅サービス事業者に

　直接申し込みもできます

在
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

　
（
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
事
業
者
）

●介護保険施設に

　直接申し込みもできます

要
　
介

護

認

定

★次回は「要介護認定について」

　を掲載しま可。

★介護保険制度について研修を

　行いたい団体は、人数の多少

　にかかわらず下記へご相談く

　ださい。

問合せ　役場民生部介護保険推進室

　　　　　　TEL 81 － 1 876 ・ 1 877

要介護状態または　　　　，

要支援状態が｢特定疾病｣で＼

生じたと認定された人　　へ

加入している医療保険の
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　自己負担します。

訪問調査結果による一次判定

[吊床弔]

治医の意見書

●本人や

　家族などが申請
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在宅介護支援センター

-

介
護
の
悩
み
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
　
ご
相
談
・
訪
問
に
伺
い
ま

　
町
で
は
昨
年
度
ま
で
、
「
壬
生
町
在
　
　
け
た
場
合
、
訪
問
等
に
よ
り
在
宅
介
護

宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
み
な
と
荘
」
↓
　
　
の
方
法
等
に
つ
い
て
、
指
導
、
助
言
を

か
所
で
、
在
宅
介
護
に
関
す
る
相
談
や
　
　
行
い
ま
す
。

町
の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
受
付
等
を

行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
「
壬

生
町
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
上
北
気
」

を
開
設
し
、
４
月
1
4
日
か
ら
利
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
在
宅
介
護
の
拠
点
と
し
て
、
こ
れ
か

ら
は
、
２
か
所
の
支
援
セ
ン
タ
ー
で
、

相
談
・
指
導
が
扱
村
営
受
け
ら
れ
ま
す

の
で
、
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
利
用
で
き
る
方

　
壬
生
町
に
お
往
ま
い
の
お
お
む
ね
6
5

歳
以
上
の
方
で
、
虚
弱
、
寝
た
き
り
、

痴
呆
等
に
よ
り
日
常
生
活
に
お
い
て
介

護
が
必
要
な
方
。
ま
た
そ
の
介
護
者
。

▼
サ
ー
ビ
ス
内
容

馨
在
宅
介
護
に
関
す
る
相
談
を
、
電
話
、

面
接
等
に
よ
り
2
4
時
間
体
制
で
専
門
職

員
が
対
応
し
ま
す
。

・
町
の
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ
ス
等
）
の
申
込
受
付
け
、

利
用
施
設
に
対
す
る
連
絡
調
整
を
行
い

ま
す
。

四
介
護
老
人
を
抱
え
る
家
族
の
方
や
福

祉
委
員
（
民
生
委
員
）
か
ら
連
絡
を
受

⑩
福
祉
機
器
・
介
護
機
器
の
展
示
、
利

用
者
に
あ
っ
た
機
器
の
紹
介
、
選
定
、

表割域地

使
用
方
法
等
に
つ
い
て
相
談
、
助
言
を

行
い
ま
す
。

※
壬
生
町
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
が

２
か
所
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
利
用
さ

れ
る
方
の
利
便
性
と
支
援
セ
ン
タ
ー
の

円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
中
学
校
学

区
を
基
本
に
担
当
地
域
を
左
記
の
よ
う

に
し
ま
し
た
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

施　　設　　名 担　当　区　域

壬生町在宅介護支援センター元気

所在地　壬生町大字壬生甲２３４２-３

　　　　ＴＥＬ　８２－９９３１

　　　　ＦＡＸ　８１－１１５５

下表町　中表町　下横町　今　井　上表町

泉下音　城東町　舟　町　栄　町　ｲ中通町

上通町　三好町　旭　町　万　町　上新町

下馬本　西高野　城　内　城　南　馬　場

原　宿　鉄冊内　上　坪　前宿坪　音　坪

星の宮　至宝灯北　ひば竹丘　六拐群　車　坂

下台団地　至宝灯南　駅　泉　肘壬生凱釜ケ淵

原理鹿島傾斜圃下町上町

本　郷　桧　原　西　部　中　央　北　原

音　宿　下　理　泉　原　鰹　沼　福和田

壬生町在宅介護支援センターみなと荘

所在地　壬生町大字北小林８１２

　　　　ＴＥＬ　８６－３５７９

　　　　ＦＡＸ　８６－６３２２

該剔ぽ　六何紐　皿づ[4　囲二月　何づ自

何回H　何回U　幸則］　おももゃの長　いずみ

北小林　安塚一　安塚二　上長田　上　田

中　泉　肋　谷　助谷原　落　合　国谷中央

国谷新田　肝三月　緑則月　あけぼの　安塚三

安塚南部　若　草　国谷本田　安保中央

４




	page1
	Copied Bookmark
	page1

	Copied Bookmark
	page1

	Copied Bookmark
	page1


